面会制限緩和に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行されて数か月が経過しました。これまでに当院では面会について繰り返し協議し、令和6年4月22日から以下のとおりに変更させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
但し、感染症再拡大防止への対応のため、引き続き一定の制限を設けさせていただきます。また、院内において感染拡大が生じた際には、面会禁止となることもございますので、ご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。
 
面会制限の緩和について
面会可能な時間帯：平日14時～17時
面会時間：15分
　　　　外来受付にて面会手続きをして頂きタイマーをその際をお渡しします。
　　　　タイマーは病棟に上がられた後、病棟スタッフに渡してください。
※　面会の際に洗濯物もお願いいたします。
※　面会される方は2名まで（2親等）とし、週に1回程度の面会とさせていただきます。
但し、中学生以下のお子様に関しては引き続き面会を制限させていただきます。
※　面会時はマスクの着用と手指消毒、健康チェックなどをお願いしております。
※　面会翌日あるいは翌々日に、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症に　罹患したことが発覚した際には、お手数ですが病院へ連絡していただくようお願いいたします。
 
 
注意事項
・感染症が疑われる症状（発熱、鼻汁、咳、下痢、嘔吐、目の充血など）がある方はご遠慮ください。
・施設内はマスク装着にご協力ください。
　※マスクは各自でご用意ください。
・入院患者様の病状・治療の関係上、面会をご遠慮いただく場合もございます。
・面会中の飲食はご遠慮ください。
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